
－235－ 

第１３回平成１９年１２月与謝野町定例会会議録（第６号） 
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５．議事日程 

  日程第 １  議案第１１４号  平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ２  議案第１１５号  平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第２号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ３  議案第１１６号  平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ４  議案第１１７号  平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ５  議案第１１８号  平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ６  議案第１１９号  平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第３号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ７  議案第１２０号  平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ８  議案第１２１号  与謝野町教育委員会委員の任命について 

                                           （提案） 

  日程第 ９  議案第１２２号  第１次与謝野町総合計画の基本構想を定めることについて 

                                           （提案） 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） 始まる前に報告を申し上げます。 

まず１点は、昨日に続き本日も平野野田川地域振興課長は病気療養のために、かわりに長島課

長補佐に出席願っておりますことを報告しておきます。 

それから、野村議員が所用のために遅刻する旨届け出がありましたので報告申し上げておきま

す。 

それでは、ただいまの出席議員は１７人であります。 

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

それでは日程第１ 議案第１１４号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

本案についても既に提案説明は終わっておりますので直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） おはようございます。きょうもよろしくお願いいたします。 

ページにしまして１３、１４ページになるんですけれども、この１３番の委託料と公有財産購

入費というところでお尋ねをしてみたいと思います。 

ここの購入費あるいは委託調査料というのは、課長どこのことなんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） おはようございます。 

多田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

委託料でありますが、これは６月に第１号補正ということで債務負担行為をさせていただいて

おりましてお認めいただいておりますが、取水栓の試掘調査を債務負担で行わせていただくとい

うことで、この取水栓の試掘調査につきましては今回計画をしております加悦の新しい統合する

ということで、そこの井戸の試掘をさせていただくということです。債務負担行為をしておりま

したが、前年度の繰越金がありましたのでその分を埋めまして今回債務負担行為を廃止して、新

たに委託料として６００万円組みかえをさせていただいたということです。 

それから公有財産購入費の１，０００万円につきましては、丹後土地開発公社に平成１１年と

１２年度に１，８９０万６９３万円をお借りしておりましてその分を合わせましたら

２，５８３万円残がありますが、今回１，０００万円をお返ししてできるだけ早く土地開発公社

に返済をしたいということで、今回繰越金が結構出ましたのでその分を充てるということにさせ

ていただきました。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） 今ご説明いただきましてこのことはわかったんですが、これにちなんでちょっと

お伺いしたいことがありまして、三河内の水源を求めて今掘削事業をしておられると思うんです

けれども、今の状況はどうなっておりますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 
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水道課長（芋田政志） 先ほど丹後土地開発公社から１１年、１２年に試掘調査ということでさせていた

だいた分が、今回そこのところを今年度本掘をさせていただいて、ことし予定しております三河

内の浄水場の新しい位置に浄水場を設けるわけですが、そこの前段として今回本掘をさせていた

だくということです。以上です。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） 試掘をされて水は出るようになったのか、あるいはその水質はどうであったのか

そういうあたりはどんな状況なんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 先ほども申しましたように平成１１年、１２年で試掘をさせていただいたところ

に本掘するということで、水が出るから本掘を今回させていただくということで計画しておりま

すし、水質につきましても今あります井戸と変わりなく同じような水質になっておりまして、ち

ょっとその成分がどういうものかは覚えていませんが、同じような水質だということを聞いてお

りますので問題ないということです。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） それでは問題ないということなんですけれども、要するにそこの場所ですね、ち

ょっと耳にしたんですけれどもその試掘をされた場所に本井戸を掘るというその場所、そこはそ

のまま確保ができるんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） ２カ所掘るわけなんですが、１カ所は試掘と同じところで、土地の所有者さんと

まだ本契約はしておりませんが了解を得ていますし、この間立ち会いも行いましてオーケーが出

たということです。もう１点はそこに試掘をさせていただいたんですが、いざ用地買収にお世話

になるということでお願いに行きましたらちょっと無理だったんで、相手さんいわく試掘はいい

んだけれども本掘で用地買収まで聞いていなかったんで、そこの方も面積が少ないものでちょっ

とこらいてほしいということで、すぐ横に町有地がありますのでそこに場所を若干変えたと。移

動しても数メートルの位置なんですが、そちらの方に移動させていただきました。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） そうですと、若干横に行ったらまた試掘ができるということですか、本掘をそこ

にするということでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） もう既に、若干移動はしますが水量的にもあるということで本掘をさせていただ

くということです。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） そうですと、その本掘をされる場所の地権者といいますか、そこはもう確実に話

ができるということで、その地権者の方は民間の方でしょうか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） １本は了解を得ているのは個人さんですし、もう１本は先ほども言いましたよう

に町有地がありましたので町の土地にさせていただくということです。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 
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１ ２ 番（多田正成） 町の屋敷なら改めて購入する必要もないし大変結構なことだなというふうに思う

んですけれども、なぜそんな近くに官地があるのに民間のところを試掘されたのかちょっとよく

理解できないんですけれども。そこによって本掘をして、正常な水が出るという核心もあってそ

の場所も官地であるということで確保されているならいいんですけれども、大変これはむだとい

うのか、もう少し官地がそこにあるならその場所でやっていただいたらそんなむだもなかったか

なという気もするんですけれども。 

もしこの官地で水が出なかったらということも考えられるんですけれども、まずそんなちょっ

と横であれば必ず出るんであろうなというふうに思いますので、そこら辺をむだのないようにし

っかりとやって、三河内の水を改めて確保していただきたいなというふうに思いますのでよろし

くお願いいたします。以上です。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１４号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１４号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第３号）は原案

のとおり可決されました。 

次に日程第２ 議案第１１５号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

井田議員。 

９  番（井田義之） それでは、下水道課長にお願いいたします。 

提案説明の中で１６ページ、公共下水と特別環境保全公共下水の組みかえが２，６００万円あ

りました。これはどういう意味で組みかえがあったのか、ちょっと私が提案のときに聞き逃した

のかもわかりませんけれどもお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 井田議員さんのご質問でございますが、今回公共と特環の組みかえをさせてい

ただいております。 

公共下水道の方は岩滝地域でございますが、大体本年度で一応計画の部分のおおよそ事業が完

了するということで、若干予算的に安く上がっておりますのでその分特環の方に切りかえてさせ

ていただくという形でこの組みかえをお世話になっております。以上でございます。 
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議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 都市計画と都市計画外との違いもあるかもわかりませんけれども、野田川、加悦

の分が決まって進むということでありがたいというふうに思いますが。 

丁寧に年次別整備計画を配付していただいております。これについて色分けで平成１９年度、

２０年度、２１から２３という格好で、これは今後の進行状況によって変わってくるということ

なんですけれども、今の状態の中で何ヘクタール、といいますのは９０５ヘクタールの中で平成

１８年度で６３７ヘクタールですか進んでおると思うんですけれども、その後２０、２１から

２３という格好で、この色分けの部分でヘクタールがもしわかれば。わからなければ結構ですが、

わかればお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 大変申しわけございませんが、ちょっとこの色分けの中で面積を現在把握して

おりませんので、大変申しわけございませんがご容赦いただきたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 以前から気になってはおったんですけれども、この中でいわゆる石川の川上なり

私とこの地域上地を含めてなんですけれども大変おくれておると。これは香河川改修の工事の関

係でおくれていったということなんでしょうけれども、そういうふうに私は理解していますけれ

ども、上地地区が平成２４年から２６年度ということになっております。 

我々のところなり川上地区についてはいわゆる人口密度が少ないのであれですけれども、上地

地区については結構な大きな家並みがあるわけですね。香河川改修が終わりましたので、これが

２４年以降というのは余りにもどういうのか、工事の効率上というのかこの辺で大きな問題がな

いかなと。そこで当然見直しがかけられてくるものというふうに、私自身は香河川改修の進捗状

況とともに期待しておったわけですけれども、今なお計画変更が一切なしに進んでいるというよ

うにこの図面を見る限りにおいては受け取らせていただきましたが、これに対する変更と、工事

の繰り下げというのか繰り上げというのかその辺のところができないかどうか、お願いいたしま

す。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 今回、年次別整備計画図をお示しさせていただきましたのは、一応去年同じ時

期にお配りさせていただいております。基本的にはその年次と同じこの部分につきましては、計

画図として示させていただいております。 

毎年そうして見直しはかけていきたいなというふうに思っております。まず来年度に認可を取

りまして、その中で事業の進捗なりいろいろと勘案をして毎年見直していきますので、そういっ

た状況になればまた考えてはいきたいなというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） この平成１９年度まで、２０年度まででもいいんですけれども、そんな中人口密

度の高い地域は全部済むわけですね。この上地地区だけがあれだけ人口・家並みが密集しておる

のに、随分２４年からというとまだ５年間もあるわけですね。できるだけこれは、来年度整備計

画の見直しの中でぜひともお願いしたいなというふうに思います。 

あともう一つはいわゆるこの中で今の計画面積に入っていない部分ですけれども、例えば川上
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地区だとか香河地区だとか加悦奥だとかｱﾘｸﾊﾞだとかいろいろとあるわけですね。ここのところ

は、この次に集落排水が出てくるわけですけれども集落排水については温江と奥滝だけというよ

うなことも聞いておりますが、これについては今後どういうように広げていかれる、いわゆる下

水道で広げていかれるのか集落でやられるのか、いずれにしてもこれは計画外になっております

区域の今後の予定をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） ただいまご質問の計画区域外の関係でございますが、現在私の与謝野町で考え

ておりますのはこの下水道区域とそれから農業集落排水、これは奥滝と温江地区でございますが、

それ以外の地区につきましては合併浄化槽で水洗化を図っていただくということで統一させてい

ただいております。 

あと、農業集落排水ができないのかということでございますが、過去において加悦地区でもほ

かの地区でも農業集落排水というようなことがあったようでございますが、一応整備をされて、

農業集落排水につきましては奥滝と温江ということで一応これでその事業は終わらせていただき

たいなということで、あとは合併浄化槽で私どもとしては補助で整備をしていただきたいという

考えでございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 過日も企画財政課長の方から、地上デジタルのことで地域説明会とかいうような

話もありました。今全然この計画から抜けておるところ、いわゆる格差というほどの言葉を使っ

ていいのかどうかわかりませんけれども、公共下水道が早くつなぎたいのにうちはできていない

ということで辛抱されておる。それがいつになるかわからないというような状態が続いているわ

けですね。だから、早いことその辺の計画をこういう格好でやりましょうかというようなことを

進めていただくのが大変ありがたいなというふうに思います。 

文教厚生委員会で視察に行きました長野県の下條村でも、いわゆる集落とか合併浄化槽とかい

うことで、今度の新しい実質公債費比率についてもそういう公共下水道等やらなかったので物す

ごくいいわけですね、借金を残していかなかったということで。だから、そういう合併浄化槽な

ら合併浄化槽でも私はいいんじゃないかなと思いますけれども、その計画を早く立てて早くやっ

てあげると。ただ、諮問ができないとできないというのもある程度はあるんだろうと思いますけ

れども、その辺の計画を早くしていただけたらありがたいなというふうに思うんですけれども、

そこの考え方もお伺いしておきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 合併浄化槽の区域の方につきましては、私どもとしては施策として一応公共下

水道、それから農業集落排水の方と同じような負担割合でもって浄化槽の整備がお世話になれる

ような制度を設けております。これは、上乗せ補助等を行いまして環境づくりをそういう形でし

ていただくようなつくりはしておりますが、実際のところまだ現実的には手が挙がるところが少

ないのが現状でございまして、またこういった形でどんどん合併浄化槽でも水洗化は一緒でござ

いますので奨励をしていきたいなというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 待っておることも大事ですけれども、できるだけそういう施策で進めたいという
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ことを説明していただいて早くやっていっていただけたらありがたいかなというふうに思います。

特に下水道につきましては、それこそ与謝野町の起債の中ですごく大きなウエートを占めておる

という中で、そこら辺の今後せいぜい後世に負担を残さないような方法で下水道工事も進んでい

っていただけるとありがたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１５号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１５号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第２号）は原案の

とおり可決されました。 

次に日程第３ 議案第１１６号 平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それではこれは下水道課長ですね、お尋ねしますが、今までにもお聞きしている

と思うんですけれども、農業集落排水の村づくり交付金につきまして、概要と今年これに歳入と

して上げられてきた経過ですね、そこのところをお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 村づくり交付金でございますが、公共下水道と同じ５０％の補助で交付いただ

くものでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） この村づくり交付金、集落排水で今回やっているわけですが、いろいろなところ

にこれも使えるのではないかと思うんですが、京都府の補助率は幾らになっていますか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 京都府の交付金につきましては１５％でございます。 

ただ、翌年から５年間で３％ずつ一応減債基金に積み立てという形になります。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） １５％といいますと、この農業集落排水事業のタイプによって府の補助率が変わ

っていると思うんですが、例えば一般型なら１２％、それからその他のいろいろな水質保全型と

かいうことによって補助率が変わっているというふうに認識しているんですけれども、そういう



－243－ 

ことではありませんか、京都府の補助率の場合。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 私どもの農集の関係での補助率は前から１５％ということで、奥滝のときもそ

うでございましたし今回もそういうふうにお聞きしておりますが、ただほかの農林関係の交付に

つきましてはちょっと私承知いたしておりませんので、申しわけございませんがご勘弁いただき

たいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 私の方が見ておりますのは、京都府の場合一般型というのが１２％で水質保全型

というのが１５％、それでﾌｴｲﾖｳﾎﾞｳｼ型いうのが３７．５％というのがあるというふうに認識し

ておりまして、その辺のところがどうだったかなということですが。奥滝の場合もおっしゃるよ

うに１５％ということであったと思っております。 

そこで、ちょっとこれは財政課長にお尋ねするんですが、この村づくり交付金はいろんなこと

に使えるというふうに私は思っているんですが、ほかにこれを使っていくという計画なり有利性

というのはありませんか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 村づくり交付金につきましては、使途はさまざまなところに使っていけると

いうことでございまして、現在それを今どういう事業に充てていくかということについてはまだ

内部で協議をいたしておりません。しかし有利な補助金でございますので、今後総合計画に基づ

いた施策を推進していったりそういった場合には十分な活用を検討しなければならないだろうと

いうふうに思いますので、十分検討させていただきたいというふうに思います。 

１ １ 番（勢旗 毅） 終わります。 

議  長（糸井満雄） それでは、井田議員。 

９  番（井田義之） またお願いいたします。 

先ほども資料を丁寧に出していただいてありがたいと思っておりますが、それに関連してちょ

っとお尋ねするわけですが。１８年度の決算の監査委員さんの意見書の中にも、結構それこそ集

落排水については財政的に余裕ができてきたというのか、これを気張って進めなさいというよう

なことで意見書の中にあったのではないかなというふうに私はちょっと記憶をしております。 

そこで、ここで７，５００万円の補正が出てきておるわけですが、今持ってくるのを忘れまし

たけれども、これではなしにちょっと厚い何かぐっとこう回る配管の赤い線が引いてある資料が

ありましたね。７，５００万円の工事請負費を議会で承認をするのにあれだけでいいのかなと。 

やっぱり、いずれかのこれとこれ、これとこれが大体幾らぐらい、これとこれが幾らぐらいと

いう、７，５００万円を工事請負費そして整備事業費だというだけのことで内容が何もわからな

いわけですね。我々としては議会の中で見せていただくのはいわゆる５，０００万円以上の工事

請負の契約のときだけあれば見せていただけると。だけどこれが３，０００万円、３，０００万

円とか４，５００万円と４，０００万円の工事請負であったら我々は何もわからない間にどうい

う工事がされておるのか。だから、町民の方々から聞かれても我々は一切説明できない、温江の

方にぐるぐると地図ができましたけどということになるわけですね。 

これについてちょっとわかれば、この７，５４５万円の大まかな内訳だけで細かいことまで言
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いませんので、大体どういうことに使うんだということだけはちょっと説明をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 今回の農業集落排水の大型の補正ということでご提案させていただいておるわ

けでございますが、現実的な話としまして、今年度事業採択をいただきまして一応基本設計と実

施設計を最初に初めて行います。その成果が出てきまして、大体どの辺を工事をしていくのかと

いう部分が出てから組み立てていきたいなというふうに考えておりまして、現在のところその辺

がまだ成果品が上がっていませんのでこれからの作業になると思います。できたら、私どもの考

え方としたら処理場の近くの方から管路を進めていきたいなという考えを持っておりますが、そ

の辺の大まかなお話しか現在のところは持ち合わせておりませんのでご理解が賜りたいというふ

うに思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） どうでしょう、これは繰越明許があったんですか。繰越明許がないということは、

今補正に出るということは１９年度中に７，５００万円を使うということになるんだろうと思う

んですけれども、今基本設計、実施設計をしなければどこにどうするかというのがわからないと

いうこととの整合性がちょっと私には理解できませんけれどもお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 一応私どもが考えておりますのは、まだ３月まで期間がございます。それで、

一部管路の方は施行してまいりたいというふうに考えておりますし、今回ついた大幅な補正の内

示増額でございますが、この部分につきましては内示を受けましたのも遅かった部分でございま

して、工期的にも非常につらいなということで、これはまた３月に繰り越しの方でお世話になり

たくないというふうには考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） いろいろな財政的な事情だとか、予算のいわゆるどこまでできるのかという、や

りたいけれども金がないから金が下りてきた時点で設計をするというのはわかるんですけれども、

そういう状態の中でやはり７，５００万円というような大きな補正が出てくるときには、やっぱ

り我々としては必要に駆られて平成１９年度にやり抜きたいというような状態の中での補正だと

いうふうに基本的にはそういうふうに理解しますので、これとこれとにというようなものをちょ

っと補足資料としてでもつくっていただいておる方が理解がしやすいということでありますので

これ以上は言ってもまた平行線であろうと思いますのでやめますけれども、そういうことをお願

いしまして質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１６号を採決します。 



－245－ 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１６号 平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）は

原案のとおり可決されました。 

次に日程第４ 議案第１１７号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１７号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１７号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第３号）は原案

のとおり可決されました。 

次に日程第５ 議案第１１８号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは個々につきまして若干お尋ねをしたいと思っております。 

一般療養給付費ですね、これがこういった補正になっているわけですが、特に大きな要因とい

うのは課長の方ではどのようにつかまれておりますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今回補正させていただきました伸びについての主な要因でございますけれども、

今までから議員さん方に報告はさせていただいておりましたが、ことしの９月いっぱいまで

７０から７５歳になられるまで国保で受け入れをしております。その方々が現在７０から７５歳

までの方が１，４００人弱という格好で、多くの方を国保で見なければならないということがご

ざいまして、特にこの前期高齢者の給付費が多くなっているというのが大きな要因ということに

なっております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 今前期高齢者のお話がございましたが、国の方の最近の報道では、来年の４月か
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ら６５歳から７４歳までを対象に国保税についても年金から天引きをするとこういう案が発表さ

れております。これは４月からということですからもう既に時間がないんですが、ここのところ

は課長、どういう格好でこれからＰＲをしていくことになりますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今議員さんご案内していただきましたように、そういった制度になってきます。

これについては若い方がおられる世帯については対象外ということで、基本的にこの６５から

７５歳の方だけで構成する世帯ということになっております。 

その方々については年金から天引きするということになってくるんですけれども、なかなかそ

のあたりの国の方の制度等がまだきちっとしておりません。したがいまして、これにつきまして

は当然引かせていただく場合については条例改正等々が必要でございますし、きちっと引かせて

いただく段階では条例の改正を議員の皆さん方にお示しして対応していくということでございま

して、現在のところ来年の４月からいきなりするということにはなってございません。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 現在議論になっております後期高齢者の医療制度も年金から天引きをするという

ことですし、また６５歳から７４歳の方も年金から天引きをするということで非常に高齢者にと

りまして厳しい状況になるという認識をしておりまして、できるだけ早い段階で十分なＰＲをし

ていただかないとなかなか大変なのではないかなというふうにお願いをしておきたいと思います。 

きょうも新聞に診療報酬の改定が出ておりました。昨年１８年度もトータルで１．３％引き下

げということになったわけですが、その辺の効果は出ているだろうとは思うんですけれどもね、

その辺はどのように思っておられますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 確かに今議員さんがおっしゃられましたようにこの診療報酬が下がることでござ

いますので、国保会計についても月当たり２億円の支出をいたしておりますのでそれについては

当然効果があるというように思っております。 

しかしながら、今回提案をさせていただきましたように大きな給付額の不足が生じておるとい

うことから、その利用される方がどんどんふえて、また前期高齢者もふえ続けたということがご

ざいまして、この与謝野町内の国保会計を見る限りでは余り下がってきたなという効果は私ども

は感じておりません。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 実際の効果がなかなか出ないということで今お聞きしたわけですが、最近テレビ

ではいわゆる後発医薬品ですね、ジェネリック医薬品の宣伝がされておりまして、かなりの人は

その名前は知っているんですが使ったことはないということなので、これを使うことによって医

療保険者の財政にもかなりの影響を与えるのではないかという気がするんですが、そこのところ

は課長どうでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今議員さんがおっしゃっていただきましたように本当にジェネリック薬品、これ

は２０年以上前にもう既につくられてそして特許が切れたということで、効果は今の新薬と同じ

なんですけれどももう既に特許が切れたということで大変安い薬ということになっております。
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効果はきちっとあるということなんですけれども。 

今おっしゃられましたように、これをＰＲしていきますとかなり診療報酬、薬の関係は安くな

ってきます。しかしながら、町内のお医者さんなんかを聞いておりますと、ジェネリックを使っ

て安くしていますよというお医者さんもある一方、やはりこの新しい技術で新しい薬が開発され

てこれをやっぱり患者さんに提供したいというお医者さんもございますので、そのあたりが一概

にジェネリックにすべて変えてくださいということはできませんけれども、今言いましたように

保険者から言いますと、そういったジェネリックが効果が同じで安い薬を使っていただくという

のが医療費全体を下げる意味では大変効果があるなというようには思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） この後発医薬品で十分な効果があると。国保の国保運営協議会の中で先生も出て

いただいておるわけですから、十分その辺を議論していただきたいなというふうに思っておりま

す。 

それから高額療養費もかなり伸びているというように思うんですが、国保連合会の特別審査の

状況を見ますと昨年で１，０００万円を超えるレセプトが１万件を超えたとこういう報道がされ

ておりましてね、この辺ではそういう高額なものは少ない、ないであろうと私は思っているんで

すが、高額療養費も引き続き伸びる傾向にあるというふうに認識したらよろしいでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 高額療養費の今後の伸びについてなんですけれども、確かに今医療技術が大変高

度になっておりまして、治療も今まで治療が受けにくかった部分についても治療ができるように

なりました。そのようなことがありますので、やはり高額療養費の関係については伸び続けてい

くということでございます。 

ただ、今は町の方に入院していただく前に申請していただきますと本人が持っていただかなけ

ればならない高額医療費の限度額証を出しますので、一度に例えば１００万円かかって３０万円

を払わなければならないというような昔のイメージではなしに、本人さんが持っていただく８万

１００円を超えた若干プラスアルファを持っていただけたら幾ら医療費がかかってもいいという

制度があります。そのあたり町の方でもＰＲをしておりますけれども、議員の皆さん方もそのよ

うに、入院する前については町の方で限度額認定証をもらってこい、また相談等したらいいよと

いうことをアドバイスいただけたらありがたいなというように思います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 課長からありましたように先進医療の分野で非常に進んでおるということで、当

然ふえるであろうというふうに思うんですが、十分なそういった相談を受けて対応していただき

たいなというふうに思っております。 

それから国保も年々滞納額がふえるわけですが、せんだって以来いわゆる多重債務の関係がか

なり議論になりまして町の方でもというお話でございました。 

最近の保険者の動向を見てみますと、この多重債務者の方を国保の窓口で相談を受けて、そし

て消費者金融等に利息制限法を超えた部分ですね、いわゆる過払い金を本人に指導してその部分

を国保税に入れてもらっておるとこういうケースが全国的にも起こっておりまして、被保険者の

方にも非常に喜ばれておると。国保のところに相談に行ってよかったというケースがあちらこち
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らで報道されております。 

このいわゆる利息制限法を超える金利を払ったその過払い金が、私どもがちょっとお聞きをし

たところでも何百万円という返還を受ける方があるというふうにもこの町の中でも聞いておりま

して、ぜひそういうこともひとつ、今まで多重債務というのは大変だ、大変だということも大変

なんですが、この税金にそれを埋め入れてもらうということでの相談を受ける体制というのをひ

とつ考える必要があるのではないかと思いますが、そこのところは課長どう思われますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 確かに今国民健康保険税の占める割合は大変高くなっておりまして、今議員さん

がご案内していただきましたように多重債務、また税金の納付について困っておられる方の相談

なんかも私どもお聞きしますけれども、このあたりにつきましては議員さんご指摘のとおり今後、

現在では国保サイドまた税金等々の相談についてはきちっとさせていただいておりますが、その

他の債務までお聞きするということはございません。したがいまして、今後はこの町内調整して

商工等々とも調整しながらこういった方々に対応できる体制づくりについて検討してまいりたい

というように思います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） いろいろ国保をめぐります行政も国の方が変わりまして大変だというように思い

ますが、一番初めにお願いしましたいわゆる６５歳から７４歳までの国保税の年金天引きの問題

につきましては、できるだけ早い段階で十分なＰＲをお願いしたいと思っております。終わりま

す。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

井田議員。 

９  番（井田義之） 私の方からは直診についてお尋ねいたします。 

８２０万円の診療報酬の増で、町の持ち出しも１，２５０万円の減額になるということで、診

療所皆頑張っていただいておるということを私なりに評価をしているわけですけれども、先ほど

勢旗議員の方から診療報酬の見直し等もありましたが、それは大した影響はないだろうと思うん

ですけれども、今の状態の中でやはりまだ２，０００万円持ち出しがあると。もう少し頑張って

いただけないかなというのは、職員の方々一生懸命頑張っていただいておるんですけれども、い

わゆるまだ２，０００万円という金額が何とかもう少し減ればなという思いがあるわけです。こ

のことについての今後の見通しというのか、どういうようにまず課長は見ておられるのか、そこ

１点についてお尋ねいたします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この診療所につきましては、今議員さんが言っていただきましたように診療報酬

については大変多くの方がだんだん利用していただいて、今の段階ではもうここはいっぱいかな

というところまで伸びてきております。したがいまして、今後についてこの部分の一般会計から

の繰入金をなくするような運営について考えられることをいろいろと思っていたんですけれども。 

一つには、やはり先生がどうしても京都の方から来ていただいているという状況です。それが

町内に住居を構えて、そして朝から夜まで診療していただくという体制づくりができればもう少

しふえてくるかなというように思います。 
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ちなみに、今診療につきましてはことしの９月から金曜日の午前中診療しておりまして、火曜

日と金曜日と土曜日とは１日診療なんですが、火曜日、木曜日につきましては半日診療というこ

とになってございます。したがいまして、そのあたりが１日診療になればもう少しふえてくると

いうことはございますけれども、そういったことも含めて、やはりドクターの体制がもう少し何

とかできれば一般会計からの繰り入れがもうちょっと改善できるかなというように私どもは思っ

ております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 町長にお尋ねいたします。 

こうして今かなりいい方向に進んでいるわけですね。そういう中で、町長なりに先生方との交

渉もいろいろとしてきていただいておるというのも十分理解をしておりますが、今この

２，０００万円の持ち出しが課長が申されたようにいわゆるもうあと一歩というところまで来て

おります。何らかの格好でいま一歩を町長に努力をしていただいて、この先生方に無理をお願い

されるということになろうと思うんですけれどもその辺のところについての町長の今後の考え方

をお尋ねしておきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 井田議員さんの診療所の件についてお答えいたします。 

今来ていただいている診療所の医師の方々もはっきり申し上げますとずっとというそういう思

いではございませんし、先生が不在になった後をピンチヒッターとしてお助けいただいている先

生方でございます。いろいろと努力をしていただいて、かけ持ちながら何とか診療時間を埋める

ように努力をしていただいております。 

先生方の方からもいつでも診療所の先生としてお迎えになることができるようなことであれば

いつでも言ってくださいというような非常にありがたいお言葉もいただいているんですけれども、

基本的にはやはり診療所として存続していく限りは診療所の医師を確保するということがまず第

一だろうと思います。 

そうした中で、今の診療所を与謝野町になって引き続き診療所を開設していくという姿勢でご

ざいますので、やはり今言いましたように医師の確保がまず第一必要になってくるかと思います。

しかし、なかなか厳しい状況の中でございますし今後の与謝野町にとっては唯一の医療機関でご

ざいますので、この医療機関をどうしていくかということも含めて抜本的な解決方法を図らなけ

ればならないというふうに考えているところでございます。 

今どっちの方向へ向かっていくかということについては名言できませんけれども、今後のこと

も考えますとやはり医師の確保ということをまずやらなければならないというふうに認識してお

ります。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） いろいろと努力していただいた成果があって今の状態がある。これは近所の方々

も大変喜んでおられます。人間というのは欲が絶えませんので、夜いてもらったりまた往診して

もらえて、例えば家族としては死亡診断書も書いてもらえる先生ならなおありがたいなという欲

深い要望、上には上の要望をしていくわけですね。 

今町長が言われた状態を私も十分理解をしておりますが、一応町民感情としてはいま一歩お願
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いがしたいという言葉が多々ございます。それから財政的にもやっぱりこういうときに

２，０００万円持ち出さんなんということについては、やっぱり何らかの改良点が生み出したい

なという思いで質問をさせていただきましたので、またいろいろとご苦労さんですけれどもご努

力の方をお願いしまして質問を終わらせていただきます。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１８号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１８号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は

原案のとおり可決されました。 

次に日程第６ 議案第１１９号 平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１１９号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１１９号 平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第３号）は原案

のとおり可決されました。 

（「休憩」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 休憩という動議がありましたので、それでは休憩いたしましょう。 

４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３１分） 

（再開 午前１０時４５分） 
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議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に日程第７ 議案第１２０号 平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより、議案第１２０号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第１２０号 平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号）は原案のと

おり可決されました。 

事務局より配付するものがございますので、暫時休憩します。 

（事務局 追加議案配付） 

議  長（糸井満雄） 今お配りいたしますものにつきましては、さきに追加議案として提出されており

ますものを差しかえてください。 

実は、これは２０日提出になっておりました議案でございますけれども、昨日の議会運営委員

会の中で本日提案説明のみするということに決定されました。２０日の審議につきまして理解を

深める上においても、きょう提案をしていただくことがよかろうということで議会運営委員会の

中で決定されましたので説明がございます。それの差しかえでございますのでよろしくお願いい

たします。 

日にちが２０日になっておりますのを１８日に訂正ということでございます。 

（休憩 午前１０時４８分） 

（再開 午前１０時５１分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に日程第８ 議案第１２１号 与謝野町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１２１号 与謝野町教育委員会委員の任命について提案理由のご説明を申

し上げます。 

教育委員会は５名の教育委員で組織されておりますが、ご承知のとおり先般杉本仁志氏がお亡

くなりになりました。つきましては、後任として今西藤美氏を教育委員としてお世話になりたい

と考えておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議
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会の同意を求めるためご提案申し上げる次第でございます。 

今西藤美氏は人格高潔で教育委員として最適任者であり、故杉本教育委員の在任期間でありま

す平成２０年６月３０日までの間、お世話になりたいというふうに存じます。 

よろしくご審議いただきご同意賜りますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案については、本日は提案説明のみにとどめます。 

日程第９ 議案第１２２号 第１次与謝野町総合計画の基本構想を定めることについてを議題

とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１２２号 第１次与謝野町総合計画の基本構想を定めることについて提案

理由のご説明を申し上げます。 

与謝野町総合計画は合併後初めて策定する総合計画であり、地方自治法第２条第４項の規定に

基づき議会へご提案申し上げるものでございます。 

この基本構想につきましては、基本計画を含め既に先月の全員協議会でその原案についてご説

明をさせていただいているところでございます。一方で住民の皆様を対象に意見募集、パブリッ

クコメントを実施し１１月２５日の期限をもって締め切らせていただきましたが、３名の方から

ご意見をいただきましたのでパブリックコメントや議会全員協議会での意見を調整させていただ

き、１１月３０日の総合計画審議会において熱心なご審議をいただき原案の最終確認をいただき

ました。その後１２月５日に審議会会長の新田様から私あてに答申をいただいたところでござい

ます。 

本計画は、昨年度から職員による現状と課題の分析を進める一方で町民の皆様を対象としたま

ちづくりアンケート、各方面でご活躍の各種団体との懇親会、加悦谷高校の生徒との対話事業な

どを実施し、これらのご意見をもとに内部に設けました課長から主管までで構成するワーキング

部会や要綱に基づく策定委員会で再三にわたる議論を行うとともに、民間の委員さん３０名とワ

ーキング部会の合同会議を延べ２７回開催し、また総合計画審議会も５回を重ねていただきよう

やくに議案としてご提案申し上げることになったものでございます。 

今回の総合計画の最大の特徴といたしましては、職員と委員の皆様で議論を深め手づくりで作

成したところに大きな意味がるものと考えております。 

民間の委員さんにおかれましては、昼夜を問わず会議にご出席いただき大変熱心にご議論をい

ただきました。職員との意見の食い違いや考え方の相違などもあったようにお聞きしております。

また、すべてが計画に反映できたとは決して思っておりませんが、考え方等多くの部分を反映で

きたものと考えております。本日議員の皆さんのご承認をいただき、平成２０年度から与謝野町

初となる総合計画をスタートさせたいというふうに思っております。 

議案に添付しております基本構想案に沿ってご説明を申し上げます。 

まず第１部総論でありますが、２ページから３ページにかけて計画の目的を挙げております。 

ここでは、総合計画は住民と行政のパートナーシップの実践・指針となるもので、「みんなの

計画」「ひろがる計画」「できる計画」を合い言葉に住民と行政との協働による計画づくりを目

指すこととしております。これは行政と住民がともに描く未来図であるとともに、夢が広がり共
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感が広がるまちづくりの羅針盤であり、それらを大切にしながら行財政改革とのバランスを保ち

できることを明確にした計画であるということでございます。 

次に３ページ、計画の構成と期間を挙げております。 

ここでは、総合計画は基本構想、基本計画、実施計画により構成することとし、基本構想は平

成２０年度から２９年度までの１０年間、基本計画は平成２０年度から２４年度までの５年間、

実施計画は平成２０年度から３年間のローリング方式としております。 

その中で、基本構想はまちづくりの基本理念と将来像を明らかにし、その実現のための基本目

標を示すこととしております。また基本計画については前期基本計画として定めており、平成

２５年度から２９年度までの後期については、社会情勢の変化や前期基本計画の評価などを踏ま

えて改めて見直すこととしております。この基本計画までが実際に総合計画として冊子にまとめ

るところとなり、別途実施計画は施策を実現するための具体的な事業を定め、財政的な裏づけや

社会情勢を判断しながら策定することとしております。 

次に４ページから５ページにはまちの概要として位置、地勢、歴史、人口の状況、産業構造の

状況を掲げております。６ページから１２ページでは、住民ニーズの状況として各分野で活躍さ

れている各種団体との懇談会や加悦谷高校生との対話事業の概要、昨年１０月に実施いたしまし

たまちづくりアンケートの概要などをまとめております。また１３ページから１４ページにかけ

て、時代の潮流ということで町を取り巻く社会情勢の主要な動向として人権の尊重、環境問題、

人口減少と少子高齢化、グローバル化と情報化、地方分権とパートナーシップ、行財政改革の六

つを掲げております。 

次に２部、基本構想についてですが、１６ページではまちの将来像を掲げております。 

ここでは、将来像は合併協議会で作成しました新町まちづくり計画を引き継ぐこととし、

「水・緑・空 笑顔かがやく ふれあいのまち」としております。これはまちづくりのイメージ

となるものですが、そこにお示ししておりますとおり美しい水と緑、そして澄んだ空は私たちの

暮らしに恵と安らぎをもたらす地域共有の財産です。この自然との調和を大切にしながら、住み

よい地域づくりへの参画と協働を通じて子供から高齢者までそれぞれの夢と幸せに向かって一人

一人の笑顔が輝くふれあい豊かなまちを目指しますということであります。 

次に１７ページにはまちづくりの基本理念を掲げております。 

これについても将来像と同様に新町まちづくり計画を引き継ぐこととしており、「環境と安

全」「参画と協働」「成長と元気」「自立と連携」の四つを基本理念としております。 

次に１８、１９ページには将来人口を掲げております。 

ここでは、将来の人口をコーホート要因法により推計しますと目標年次である平成２９年度に

は人口はおおよそ２万２，０００人になると予測し、さまざまな施策を推進することにより定住

人口の維持に努めることとしております。 

次に２０、２１ページに将来の地域構造として活気ある市街地づくり、良好な商業地の形成、

農地の保全と振興、森林の保全と育成、幹線道路ネットワークの形成、緑のちりめん街道の整備、

観光交流ネットワークの形成の七つの地域構造のイメージを掲げております。 

中でも、最後の観光交流ネットワークの形成は議員さんからのご意見もありましたもので、新

たな観光のまちづくりを進める上で非常に重要なものとなると考えております。 
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なお総合計画ではこのイメージまでにとどめ、今後住民参加のもとに土地利用計画、都市計画

などの検討を進めることとしております。 

次に２２ページから２７ページにかけまして、まちづくりの基本目標を掲げております。 

ここでは、合同会議でご議論いただきました基本構想骨子検討案の六つの基本目標ごとに、そ

れぞれのまちづくりイメージ、基本施策を体系ごとに記載しております。 

２２ページの一つ目は安心と生きがいのある福祉のまちづくりを掲げ、医療体制の充実や地域

福祉の推進を図ることとし、以下の五つの基本施策を推進することとしております。 

２３ページの二つ目には伝統を生かし未来にチャレンジする産業づくりを掲げ、産業振興に努

めることとし、以下の六つの基本施策を推進することにしております。 

２４ページの三つ目は自然と安全を守るまちの基盤づくりを掲げ、環境保全や防災体制の強化

に取り組むこととし、以下の三つの基本施策を推進することとしております。 

２５ページの四つ目には快適で安らぎのある生活環境づくりを掲げ、上下水道を初めとする暮

らし・環境の整備に努めることとし、以下の七つの基本施策を推進することとしております。 

２６ページの五つ目にはあすの人材を育てる教育文化のまちづくりを掲げ、将来の与謝野町を

担う人材育成に努める活動を推進することとし、以下の六つの基本施策を推進することとしてお

ります。 

最後の２７ページの六つ目には協働で進めるまちづくりを掲げ、まちづくりを担うすべての者

が自助・共助・商助・公助による協働のまちづくりを推進することし、以下の三つの基本施策を

推進することとしております。 

以上が基本構想の案ということで答申をいただいた内容となっております。 

この基本構想を具現化するため、別添参考資料としまして第３部、基本計画を添付しておりま

す。基本計画は２９ページから１１８ページに及ぶ長大な計画となっており、序章から第７章ま

でで構成しております。基本計画は基本構想を受け各分野ごとに現状と課題を分析し、それらに

必要なまちづくりを推進するため施策方針や施策プログラムを掲載する形で構成しており、今後

５年間で進めていくまちづくりの具体的な施策を示しております。 

なお本計画の特徴として、住民や地域団体等がみずからできることはみずから実践することと

し、施策プログラムの中で自助・共助・商助での取り組みを掲げております。また総合計画の進

行管理の一環として定期的に点検・評価しその結果を公表するとともに、今後のまちづくりの施

策の推進に役立てるため序章として「ともに目指す与謝野ベンチマーク」、これは目標指標でご

ざいますがそれを設定しております。 

なお、最終の第７章で重点プロジェクト推進を掲げております。 

これは審議会の議論の中で、総合計画は行政全般の諸施策すべてを網羅した計画であるが、中

でも計画にめり張りをつけるため重点的に取り組むべき施策を明確にするべきではないかとのご

意見があり、それを反映することにしたものでございます。 

内容といたしましては、住民の皆様からいただきましたまちづくりアンケートで要望の多かっ

た内容、また合同会議で議論が集中した内容で重要な課題と思われ選択と集中の考え方と自助・

共助・商助・公助の協働により重点的に取り組むべき施策として掲げております。 

一つ目の「つくろう つなごう 循環型の地域経済」は、まちづくりアンケートでの産業が盛
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んで働く場所が多いまちを希望するという結果などを反映しているものであります。 

二つ目の「守ろう 支え合おう みんなの安心・安全」は、同アンケート結果で多かった高齢

者や障害者が安心して暮らせる福祉のまち、災害に強く犯罪や事故の少ない安心・安全なまちを

反映するものであります。 

三つ目の「輝こう 輝かせよう 子供たちの瞳」は、同アンケートで子育てしやすく子供たち

が明るく育つまちを反映するものであります。 

最後に「進めよう 参画しよう 分権型の自治体改革」は、先日行政改革大綱も策定いたしま

したが、財政が逼迫する現状の中では行政改革は必須であるとの認識をしておりますが、それら

の実施については住民の皆様の協力なくしては成り立たないものと考えております。それらの意

識づけを明確にするためにもここで掲載することといたしました。 

以上が基本構想案、またそれに関連します基本計画案の概要でございます。雑駁な説明となり

ましたが、よろしくご審議いただき、第１次与謝野町総合計画基本構想をご承認いただきますよ

うお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明にとどめます。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。 

次回は１２月２０日午前９時３０分から開議いたしますのでご参集ください。 

ご苦労さまでございました。 

（散会 午前１１時０７分） 


